
貝塚市立ドローンフィールドの整備経緯と
その目的について

～高度利用化に向けた取組みの紹介～

令和４年８月

貝塚市



１．自己紹介

２．貝塚市の概要について

３．貝塚市立ドローンの整備経緯について

４．ドローンフィールドの高度利用化について

５．貝塚市版ＵＡＶレーザ測量運用手順要領の策定について
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H25. 3

地区 面積 年 整備内容等 備考

全エリア 約37㏊ Ｈ２３． ９ 大阪市より千石荘病院跡地（公募面積37㏊）を3.9億で購入

教育・福祉エリア 約8㏊ Ｈ２８． ８ 障害者就労支援施設「ｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝ」「乗馬クラブ」「厩舎」完成

Ｈ３０．１１ 重度障害者支援施設「厩舎」増築

Ｈ２９． ９ 学校法人清風明育社と「専門職大学開学に向けた覚書」締結 Ｒ５年度開学予定

防災・交流エリア 約7㏊ Ｈ２９． ３ 防災広場（自衛隊による部外工事）完成 災害時利用

Ｈ３０． ３ ドローンフィールド供用 平時利用

Ｒ ２．１０ クリケットフィールド供用 平時利用

里山保全エリア 約13㏊ Ｈ２９． ９ ボランティア組織「せんごくの杜～さくらの里～」と里山再生に係る協定締結

Ｒ ２． ３ 里山交流センター完成

産業・流通エリア 約9㏊ Ｈ３１． ２ 開発事業者（㈱ＰＡＬＴＡＣ）と土地の売買契約（23.5億） Ｒ５年度操業予定

千石荘病院等跡地利活用構想計画の策定



里山保全エリア
（約18.2ha）

防災・交流エリア
（約9.4ha）

産業・流通エリア
（約９.3ha）

教育・福祉エリア
（約11.1ha）

〇千石病院等跡地利活用構想計画(H25.3)
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総面積約48ha
（公簿面積約37ha）
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管理棟

クリケットフィールド

ドローンフィールド

駐車場



㏊
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【契機】

① ＤＩＤ区域外で上空に障害物がない。

② 災害時や、点検、測量などの分野で活用が進んでいる。

③ 注目される先端技術である。

④ ドローン市場の成長予測。

【目的】

ドローンその他の無人航空機の技術開発、操作技術訓練、
協議会、イベント等の場として提供し、もってドローンを通じた
産業の振興を図ることが目的。
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UAVフィールド場

クリケット場

標定用基準点:15点（50m間隔）
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貝塚市版ドローンレーザ測量運用手順要領策定協議会規約

第１章 総則

（名称）
第１条 この協議会は、貝塚市版ドローンレーザ測量運用手順要領策定協議会（以下「協議会」という。）という。

（目的）
第２条 協議会は、国土地理院発行の「UAV搭載型レーザスキャナを用いた公共測量マニュアル（案）」に基づく運用手
順要領を策定し、ドローンレーザ測量の普及等に資することで、貝塚市まち・ひと・しごと総合戦略に定めているドロー
ン・クリケットフィールドの新たな利活用の促進につなげることを目的とする。

（事業）
第３条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
（１）貝塚市のせんごくの杜里山保全エリアにおける、トータルステーションでの測量。
（２）前号の同範囲でのレーザドローンによる測量。
（３）貝塚市版ドローンレーザ測量運用手順要領の策定。
（４）貝塚市版ドローンレーザ測量の普及及び教育に関する事業。
（５）その他前条の目的を達成するために必要な事業。

２ 協議会は、前項第１号、第２号、第３号に関する業務の一部を当該協議会以外の者に委託して実施することができる。
ただし、第１号においては、市内業者で、市発注の測量の実績があり、UAVを使用している業者に限る。

第２章 会員等

（協議会の会員）
第４条 協議会の会員は、次の各号に掲げる法人、組織を代表する者およびそれらの推薦する者をもって組織する。その
者を協議会の委員とする。
（１）一般社団法人 ドローン測量教育研究機構
（２）一般社団法人 大阪府測量設計業協会
（３）公益社団法人 日本測量協会 関西支部
（４）貝塚市
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【背景】
〇 成果物の使用目的によって手法が異なる。
〇 作業する会社によっても手法が異なる。
〇 国土地理院のマニュアルでは、わかりにくい箇所がある。
〇 計画機関側が発注する際に、必要となる仕様の設定、記載しなけ
ればならない内容がわからない。

国土地理院発行の「ＵＡＶ搭載型レーザスキャナを用いた公共測量
マニュアル（案）」に準じて、「貝塚市版ＵＡＶレーザ測量運用手
順要領（案）」を策定。

〇 公共測量への利用促進
〇 計画機関の発注の際に、本要領を活用できる。
〇 ドローン・クリケットフィールドの利用促進
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里山保全エリア
（約18.2ha）

・ＴＳ地形測量
・ＵＡＶレーザ測量（２社）

ﾄﾞﾛｰﾝﾌｨｰﾙﾄﾞ
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②里山保全エリア＝ UAV測量の検証地区

①ドローンフィールド＝ UAV機器の
キャリブレーションサイト

GCP 里山交流 GCP 展望台

GCP 竹林 GCP 防火水槽 GCP 防火水槽
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貝塚市版ＵＡＶレーザ測量
運用手順要領（案）

令和4年 3月

大阪府貝塚市
貝塚市版ドローンレーザ測量運用手順要領作成協議会
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【計画】
〇 市の公共測量案件において、

当運用手順要領（案）を用いる。

〇 国土地理院さんからの助言。

〇 当要領をブラッシュアップ。

〇 地元企業への展開を図る。

〇 災害時にＵＡＶでの対応。

〇 府下市町村への水平展開。

【課題】
〇 ＵＡＶでの公共測量の案件が少ない。
〇 ３Ｄデータの扱い方がわからない。
〇 ３Ｄデータを扱える環境にない。

協議会で実施方法を検討


